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京田辺市無料自転車駐車場条例の一部改正について 

 

 京田辺市無料自転車駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める

。 
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 （提案理由） 

 本件は、令和７年４月１日に改正された道路交通法施行規則において、原動

機付自転車の区分が見直され、最高出力を４ｋｗに制御された総排気量１２５

ＣＣ以下の二輪車が、現在は総排気量５０ＣＣ以下とされている一般原動機付

自転車に新たに区分されたことに伴い、本条例について所要の改正を行うため

、提案するものである。 



京田辺市条例第  号 

 

京田辺市無料自転車駐車場条例の一部を改正する条例（案） 

 

 京田辺市無料自転車駐車場条例（令和３年京田辺市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 

 第２条第２号中「（５０ＣＣ以下）」を削り、同条第３号中「車両」を「自

動車」に、「第２条第１項第８号」を「第２条第１項第９号」に改め、同号た

だし書を削る。 

 第５条第９号中「車両」を「自動車」に改める。 

 第１０条の見出し及び同条第１項中「及び車両」を「及び自動車」に改める

。 

第１１条第２項中「車両」を「自動車」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



京田辺市無料自転車駐車場条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（定義） （定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 

（１） （略） （１） （略）  

（２） 原動機付自転車 法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車をい 

う。ただし、三輪以上のものを除く。 

（２） 原動機付自転車 法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車（５ 

０ＣＣ以下）をいう。ただし、三輪以上のものを除く。 

道路交通法施行

規則の改正に伴

う削除 

（３） 自動車 法第２条第１項第９号に規定する自動車をいう。 （３） 車両 法第２条第１項第８号に規定する車両をいう。ただし、原動機付自 

転車（５０ＣＣ以下）を除く。 

定義の見直しに

よる字句の整理 

（遵守事項） （遵守事項）  

第５条 駐車場の利用者は、駐車場内において、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

第５条 駐車場の利用者は、駐車場内において、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）  

（９） 自動車を駐車しないこと。 

（１０）及び（１１） （略） 

（９） 車両を駐車しないこと。 

（１０）及び（１１） （略） 

 

（自転車等及び自動車の撤去等） （自転車等及び車両の撤去等）  

第１０条 市長は、第５条各号の規定を遵守しない利用と認められる場合は、自転車

等及び自動車（以下「車両等」という。）を撤去し、保管することができる。 

２及び３ （略） 

第１０条 市長は、第５条各号の規定を遵守しない利用と認められる場合は、自転車

等及び車両（以下「車両等」という。）を撤去し、保管することができる。 

２及び３ （略） 

 

（費用の徴収） 

第１１条 （略） 

（費用の徴収） 

第１１条 （略） 

 

２ 前項の規定により徴収する費用の額は、原動機付自転車及び自動車にあっては１

台につき３，０００円とし、自転車にあっては１台につき２，０００円とする。 

２ 前項の規定により徴収する費用の額は、原動機付自転車及び車両にあっては１台

につき３，０００円とし、自転車にあっては１台につき２，０００円とする。 

 

 


